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茶摘み体験モニターツアーを実施しました
　木曽広域連合は木曽地域振興局商工観
光課や木曽観光連盟と共同で平成29年
度から２年間にわたり「木曽観光地域づ
くり戦略プロジェクト会議」を開催して
きました。この会議では木曽地域の住
民、行政の代表者が「100年後も残した
い木曽のあるべき姿」を検討し、観光を
手段として旅行者の滞在時間を延長する
ことで新たな経済効果を生み出す滞在交
流プログラムを計画してきました。
　今年度は提案された計画を実行するた
め、木曽観光連盟に事業委託し、第１弾
として５月17日㈮、18日㈯に南木曽町
田立地区において茶摘み体験モニター

ツアーを実施しました。県内外から２日間合計で16名の方にご参加いただき、講師指導のもと「一芯三葉」
に心掛けながら熱心に茶摘みを体験していただきました。茶摘み体験終了後、同地区内でイワナのつかみ取
り体験を行い、昼食は信州サーモン飯、参加者ご自身
で捕まえたイワナの塩焼き、田立地区の茶葉を使用し
たアイスを堪能していただきました。また、参加者の
皆様がご自宅に戻られた後も田立のお茶を楽しんでい
ただけるように新茶を後日お届けしました。

　次回は「ねこ」づくり体験等、木曽地域に根差した
プログラムを実施予定です。随時情報を掲載しますの
でご興味のある方はぜひご参加ください。詳しくは木
曽路.com（http://www.kisoji.com/）をご覧くだ
さい。
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▼ 木曽広域連合議会議員は次の方々です。

▼監査委員の任期満了により、新たに選任された方々です。　唐澤 重明（木祖村）　鈴木 武（大桑村）
▼選挙管理委員会委員の任期満了により、新たに選任された方々です。
　野口 勝利（木曽町）　梅本 秀雄（上松町）　中越 好己（王滝村）　登玉 二朗（大桑村）
▼議案審議では、専決処分事項の承認２件、平成30年度繰越明許費に係る報告１件、工事請負契約締結
の議決案件１件、監査委員の選任に係る同意案件２件、選挙管理委員会委員の選挙に係る案件１件

　全て採決されました。

令和元年木曽広域連合議会第２回定例会 開催日：令和元年６月４日㈫

木曽広域連合議会だより
令和元年木曽広域連合議会第１回臨時会 開催日：令和元年５月17日㈮

▼３町村議会議員選挙に伴い、新たに木曽広域連合議会議長・副議長の選任を行い、議長に木曽町議会議
長の栩本 力氏、副議長に王滝村議会議長の下出 謙介氏が選任されました。

▼正副議長、正副議会運営委員長及び正副常任委員長は次の方々です。

条例改正４件と補正予算２件が原案通り可決されました。
▼議案第12号　木曽広域連合職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部改正について ……可決
▼議案第13号　木曽広域連合火災予防条例の一部改正について ……可決
▼議案第14号　木曽広域連合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の一部改正について
 ……可決
▼議案第15号　木曽広域連合介護保険条例の一部改正について ……可決
▼議案第16号　令和元年度木曽広域連合一般会計補正予算（第１号） ……可決
▼議案第17号　令和元年度木曽広域連合介護保険特別会計補正予算（第１号） ……可決
▼ほか  　　　全員協議会４件： 光化（FTTH化）事業進捗状況（報告）・旧南部クリーンセンター解体

工事完了（報告）・木曽クリーンセンター可燃ごみ排出量及び排出ガス
等の計測結果（報告）・木曽寮移転改築基本構想（報告）

役 職 名 氏 名 所属町村 役 職 名 氏 名 所属町村
議 長 栩本　　力 木 曽 町 副 議 長 下出　謙介 王 滝 村
総務常任委員会委員長 松井　淳一 木 曽 町 総務常任委員会副委員長 山﨑　隆二 南木曽町
福祉環境常任委員会委員長 上田とめ子 木 曽 町 福祉環境常任委員会副委員長 矢澤　和重 南木曽町
経済観光常任委員会委員長 上垣外　修 木 曽 町 経済観光常任委員会副委員長 鈴木　　武 大 桑 村
議会運営委員会委員長 山﨑　隆二 南木曽町 議会運営委員会副委員長 岩佐　孝和 大 桑 村

議席 氏　　名 所属町村 常任委員会 議席 氏　　名 所属町村 常任委員会
 1 番 上田とめ子 木 曽 町 福 祉 環 境 11番 胡桃澤公司 王 滝 村 福祉環境・経済観光
 2 番 矢澤　和重 南木曽町 福 祉 環 境 12番 青木　　功 木 祖 村 福 祉 環 境
 3 番 栗屋　正一 木 祖 村 経 済 観 光 13番 横井　　勇 上 松 町 福 祉 環 境
 4 番 瓜尾美佐子 大 桑 村 福 祉 環 境 14番 永井　嘉男 上 松 町 総 務
 5 番 古畑　節行 木 祖 村 総 務 15番 上垣外　修 木 曽 町 経 済 観 光
 6 番 早川　親利 南木曽町 経 済 観 光 16番 古畑　一夫 木 曽 町 経 済 観 光
 7 番 岩佐　孝和 大 桑 村 総 務 17番 松井　淳一 木 曽 町 総 務
 8 番 山本　勝己 上 松 町 経 済 観 光 18番 山﨑　隆二 南木曽町 総 務
 9 番 山田　國起 木 曽 町 福 祉 環 境 19番 下出　謙介 王 滝 村 総 務
10番 鈴木　　武 大 桑 村 経 済 観 光 20番 栩本　　力 木 曽 町 総 務
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　現在、木曽広域ケーブルテレビの全線光化（ＦＴＴＨ化）工事が始まっています。これは、現状の
同軸ケーブルを光ファイバーケーブルに交換し、テレビやインターネットをより利便性の高いサービ
スにするための工事です。
　工事の内容等につきましてご不明な点がありましたら、お気軽に木曽広域情報センター
（電話 21-2212）までご連絡をお願いします。

　県内の消防職員が安全かつ迅速確実な救助技術を競う、第38回長
野県消防救助技術大会が６月８日㈯に長野県消防学校（長野市）で開
催されました。
　当消防本部は２種目８名の隊員が出場し、このうち鈴村大成消防士
が「はしご登はん」の部で優勝し、長野県代表として８月25日㈰に
岡山市で開催される第48回全国消防救助技術大会に出場します。
　「はしご登はん」は、災害建物への侵入など消防活動の基本となる
訓練で、命綱を結び付けたあと、垂直のはしごを15ｍの高さまでの
ぼり、その安全性と所要時間を競います。

　木曽広域ケーブルテレビで行う今回の光化工事では、ＮＴＴやＮＴＴ関連業者から工事の
連絡がくることはありませんので、ご注意ください。対象地域の皆様には広域連合や各町村
役場からお知らせがありますので、必ずご確認をお願いします。

お問い合わせ先　木曽広域情報センター　電話 ２１－２２１２

木曽広域ケーブルテレビの全線光化工事  令和元年度の工事のお知らせ

第48回全国消防救助技術大会　出場決定！第48回全国消防救助技術大会　出場決定！

１１ 現在の工事の状況は？
○ 現在、王滝村、大桑村、木祖村藪原地
区の光化工事が進んでいます。
○ 上記地域の光化工事は、令和元年９月
末を目途に完了する予定です。この工
事期間内に光化工事を行わないと、テ
レビ視聴ができなくなりますので、皆
様のご理解とご協力をお願いします。

３３ 工事の費用は？
○ 光化工事での基本費用はかかりません。

　 ただし、BS放送（４K、８K含む）を
受信する場合や、ケーブルが古く対応
が困難な場合はケーブルの交換費用等
が発生することがあります。（実費）

２２ これからの工事は？
○ 令和元年度は木祖村菅・小木曽地区、木曽町
日義地区、上松町が対象です。 
工事の概要や時期等、詳細は今後広域連合や各
町村役場からお知らせしますので、ご確認くだ
さい。当初は光化対象地域の調査や幹線の光化
工事となりますので、実際に各戸で光化工事が
始まるのは秋以降になる予定です。

４４ 工事の内容は？
　①幹線の交換工事　
　②電柱から住宅への引込工事
　③宅内での配線工事　
の３つです。②③についてはお客様に立ち合いを
お願いしますので、ご協力をお願いします。工事
の詳細については今後広報等でお知らせしますの
で、ご確認ください。

ご注意くださいご注意ください!
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■本誌に関するお問い合わせは木曽広域連合まで【木曽広域連合構成団体：木曽町/上松町/南木曽町/木祖村/王滝村/大桑村】
　〒399-6101　長野県木曽郡木曽町日義4898-37　TEL.0264-23-1050 　FAX.0264-23-1052
　ホームページ　http://www.kisoji.com/kisokoiki/  　E-mail   soumu@kisoji.com

令和２年度採用　令和２年度採用　木曽広域連合 消防職員募集のお知らせ木曽広域連合 消防職員募集のお知らせ

養護老人ホーム木曽寮　嘱託職員募集のお知らせ養護老人ホーム木曽寮　嘱託職員募集のお知らせ

令和２年４月１日から 令和２年４月１日から 違反対象物公表制度違反対象物公表制度 が始まります が始まります
　違反対象物公表制度とは、建物を安心して利用していただくために、重大な違反のある建物を、木曽広域
連合のホームページに公表する制度です。

　木曽広域連合では、令和２年４月１日付採用の消防職員を募集しています。
　木曽広域連合は、地方自治法に定められた特別地方公共団体で、採用後は地方公務員となります。

　養護老人ホーム木曽寮では、嘱託職員（支援員）を募集しています。
　詳しくは、お電話またはハローワーク求人票にてご確認ください。事前見学だけでも大歓迎です。

１　採用する職員

２　試験日及び内容

３　勤  務  先　　木曽広域消防本部、木曽消防署（救急分遣所を含みます。）、北分署、南分署
４　受験手続　　① 令和元年７月１日㈪～令和元年８月２日㈮までに、受験申込書・卒業 （見込）証明書を木曽

広域連合総務課へご持参いただくか、郵送の場合は、８月２日必着で簡易書留にてお送りく
ださい。なお、持参する場合は、平日午前８時30分～午後５時15分までに来庁してくださ
い。（土日、祝日は閉庁）

　　　　　　　　② 受験要領及び申込書は、郡内町村役場、郡内高等学校、木曽福島公共職業安定所、木曽広域
連合事務局で受け取るか、木曽広域連合のホームページからダウンロードしてください。

● 公表の対象となる建物
　飲食店・ホテル等の不特定多
数の方が利用する建物や、病
院・社会福祉施設等の避難が困
難な方が利用する建物です。

● 公表対象となる違反
　建物に設置が義務付けられた屋内消
火栓設備、スプリンクラー設備または
自動火災報知設備が設置されていない
重大な消防法令違反が対象です。

● 公表する内容
　①対象物の名称
　②所在地
　③違反の内容等　　です。

お問い合わせ先　木曽広域消防本部　予防係　電話 ２４－３１１９

お問い合わせ先　木曽広域連合総務課　採用試験担当　電話 ２３－１０５０

お問い合わせ先　老人ホーム木曽寮　電話 ５２－２０５４

試験区分 採用人数 受験資格

初　級 若干名

・ 平成６年４月２日から平成14年４月１日生まれの人で、高等学校
卒業（見込を含む）程度の学力を有する人
・ 普通自動車運転免許証を取得している人又は採用時までに取得で
きる人
・採用後は原則として木曽郡内に住所を有すること

第一次試験 令和元年 ９月22日㈰ 教養試験、各種適性検査、作文
第二次試験 令和元年10月下旬（予定） 面接試験、体力検査


